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［事業コンセプト］
　「市民生活と歴史・文化・観光が融合した回
遊性の高いまちづくり」を基本コンセプトで始
まった函館市中心市街地活性化基本計画のひと
つ函館駅前若松地区第一種市街地再開発事業
は、官民一体事業で地域の皆様からも期待を寄
せられた事業であり、さらに本地区内にある和
光ビルは、老朽化・防災対策及び活性化の観点
から再建が望まれていました。
　駅前一等地でありながら、空き区画の発生や
未利用地の点在がみられ、駅前の活性化が望ま
れる中、平成28年３月26日の北海道新幹線開業
を控え、市の玄関口として相応しい街づくりを
目指し、和光ビル及びその隣接地区を個人施行
株式会社NAアーバンデベロップメント様が市
街地再開発事業として整備いたしました。
　本事業は「交流都市はこだての玄関口にふさ
わしいにぎわい空間と景観の創出」をコンセプ
トに、同市街地再開発事業において、当社が良
質な住まい提供を通じ、駅前再開発に貢献し同
時に都心部に暮らし、マンションに暮らすとい
うライフスタイルを提案し、定住人口の確保を目
的として住宅保留床を取得・分譲したものです。
［商品企画］
　商品性については、光井純＆アソシエーツ建
築設計事務所様よりデザイン監修いただき、人
が集い、交流し、賑わいを生み出す都市再生に
貢献するデザインをコンセプトに、高層部は一
邸一邸に違う顔を求め、カラーは函館の未来を
語るまぶしい白を基調としています。フレーム
やバルコニーを活かし、東西南北の４面すべて
に異なるファサードを描き出しました。さらに
バルコニー内のカラーやフレームのデザインに細
やかな変化をプラスし、一邸として同じものがな

いかのような表情を与え、集合住宅でありながら
一邸一邸にアイデンティティを持たせています。
　また、商業・公益施設が入る基壇部は、より
人と人が交わるように「都市の暖炉」のような吹
抜を計画、ライトアップすることで駅前の交差点
を彩っています。カラーは、風合いのある優しい
色調のベージュ色を基調に函館の歴史を語るよう
本町の洋館や港の倉庫に見られるレンガ色を開口
部にアクセントとして採用いたしました。モダン
な建物に歴史的モチーフが彩りを添えています。
［事業成果］
　地域に溶け込み地域の皆様と一体となる販売
戦略（商店街まわり、行政とのタイアップ、地
域新聞や地域放送局でのPR）やお客様のニーズ
にアプローチする告知戦略により事業の成功を
収めることができました。
　函館駅前のシンボル的存在となった本プロジ
ェクトは、市内だけでなく市外・道外からも注
目を多く集め函館初の複合再開発タワープロジ
ェクト「キラリス函館」（商業施設・公益施設・
住宅（函館MARKS ·THE ·TOWER））の誕生は函
館駅前の賑わいを取り戻し、かつ地域の活性化
に貢献することができました。
［物件概要］
住　　　所　北海道函館市若松町20−59
敷 地 面 積　2,795.06㎡
延 床 面 積　17,776.73㎡
住 戸 面 積　46.71～100.90㎡
構造・規模　RC造地上16階地下１階建
住 戸 総 数　84戸

優良事業賞
企画・開発部門

キラリス函館（函館MARKS THE TOWER）
（㈱フージャースコーポレーション）

優良事業表彰受賞プロジェクト紹介



− 8−

明海大学推薦入試

１．出願資格
　（1）明海大学不動産学部を第一志望とし、次

の①から③のいずれかに該当する資格を有
し、かつ（2）の要件を満たす者。
①高等学校、中等教育学校又は専修学校
の高等課程を卒業（修了）した者及び2019
（平成31）年３月卒業（修了）見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了
した者及び2019（平成31）年３月修了見込み
の者。（通常の課程以外の課程によりこれ
に相当する学校教育を修了した者を含む）
③学校教育法施行規則第150条の規定によ
り、高等学校を卒業した者と同等以上の学
力があると認められる者及び2019（平成31）
年３月31日までにこれに該当する見込みの者。

　（2）当協会に所属する企業に勤務している者、
又は同大学卒業後に会員企業等への就職を
希望する者。

２．募集人員・入学試験日程
　（1）募集人員
　　 不動産学科20名（実施済みA日程含む）

　（2）試験日程等
　　 願書受付期間　２月18日～３月１日
　　 試 験 日　３月15日
　　 合 格 発 表　３月16日
　　 入学手続期限　３月25日
　（3）試験会場及び合格発表場所
　　 明海大学浦安キャンパス
　（4）試験科目･試験時間
　　 ９：10　集合　 ·９：30～　面接

３．出願手続き
　（1）入学検定料　30,000円
　（2） ·提 出 方 法　特定記録・速達にて当協会

事務局宛に郵送。

４．書類請求・問合せ等
　・（一社）全国住宅産業協会　事務局
　　　　　TEL　03−3511−0611（担当：岩脇）
　・明海大学浦安キャンパス入試事務室
　　　　　TEL　047−355−5116

明海大学企業推薦特別入学試験（B日程）について

トピックス

　11月22日（木）、主婦会館にて「事例から学ぶ、
不動産広告のルール」をテーマに、（公社）首都
圏不動産公正取引協議会事務局長の佐藤友宏氏
を講師に迎えて標記研修会を開催した。
　研修会では、景品表示法や宅地建物取引業法、
不動産公正競争規約の概要や位置付けなどの
基礎的な部分を始め、実際の違反事例を数多く
取り上げて、規制のポイント等について詳しく
解説した。特にインターネット広告では、掲載数
が膨大なために不動産事業者の広告内容の
チェック体制が不十分であることを挙げ、違反
を未然防止するために、広告の校正作業を徹底

するよう呼び掛けた。
　研修会終了後は、自社の広告方法等について
個別に質問を行う参加者も多数見られた。

公正競争規約研修会を開催
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　国土利用計画法（昭和49年法律第92号。以下
「法」という。）第23条において、一定面積以上の
土地について土地売買等の契約を締結した場合
には、権利取得者は、契約締結後２週間以内に、
市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都
市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出な
ければならないこととされています。（以下「事
後届出制」という。）
　事後届出制は、適正かつ合理的な土地利用の
確保を図り、かつ、土地の投機的取引及び地価
の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するため
に必要な制度であり、権利取得者の手続負担の
軽減と土地取引の円滑化を勘案し、必要最小限
の措置となっています。
　しかしながら、一部の宅地建物取引業者の中
には、届出が必要な土地取引について届出がな
されていない者が散見されるなど、本制度の趣
旨が必ずしも徹底されていない場合が見受けら
れます。このような無届の取引により法第47条

第１号の罰則規定が適用された場合には、宅地
建物取引業法（昭和27年法律第176号）第65条第
１項第３号又は第３項に基づく国土交通大臣又
は都道府県知事による指示、同条第２項第１号
の２又は第４項第１号に基づく国土交通大臣
又は都道府県知事による業務の停止の対象とな
り得ます。
　つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、
貴団体加盟業者に対して、業務に際しての法令
の遵守や事後届出制の周知について、徹底いた
だきますようお願いします。
　また、本制度は、宅地建物取引業法第35条第
１項第２号に規定するその他の法令に基づく制
限として、宅地建物取引業者が自ら土地を売却
する場合の売主業者として又は土地取引の媒介
を行う場合の媒介業者として説明が義務付けら
れている重要事項に該当する制度であることに
ついても、併せて周知徹底いただきますようお
願いします。

国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について
　国土交通省担当部局から以下のとおり周知依頼がありました。

周知依頼

協会だより
委員会開催状況
［総務委員会］
日　時　平成30年12月６日（木）16：00～17：00
場　所　協会会議室
議　事　平成31年新年賀会、全住協協会交流会、

タイ不動産投資セミナー等の報告、
並びに全住協メールマガジンのキャラ
クターの審査を行った。

［組織委員会］
日　時　平成30年12月10日（月）15：30～16：50
場　所　明治記念館
議　事　各種研修会、平成31年度研修体系、

住生活女性会議、全住協協会交流会等
の報告を行った。

［政策委員会］
日　時　平成30年12月18日（火）18：00～20：00
場　所　アルジェントASAMI
議　事　平成31年度税制改正、小委員会の活動、

次回委員会日程、「不動産後見アドバ
イザー」資格講習会等の報告を行った。

［戸建住宅委員会］
日　時　平成30年12月13日（木）14：30～16：00
場　所　弘済会館
議　事　「戸建分譲市場2018年度上半期総括と

2019年展望～AI・IoT時代の始まりと
開発供給型ビジネスモデルの終わりの
始まり～」の講演を行った。
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協会だより
［中高層委員会］
日　時　平成30年12月４日（火）15：30～17：00
場　所　弘済会館
議　事　「マンション市場の動向について」並び

に「“家はスマホで買う時代”ICTで
変わる不動産販売」の講演を行った。

［流通委員会］
日　時　平成30年12月７日（金）16：00～17：45
場　所　弘済会館
議　事　「最近の不動産政策等について」並びに

「不動産市況から見たトレンド」の講演

を行った。

［新規事業委員会］
日　時　平成30年12月５日（水）16：00～17：00
場　所　東京グリーンパレス
議　事　建築物耐震化・防災街づくり研究、

後見制度研究、空き家対策研究、中古
建築物に関する研究等の審議を行った。

代表者変更
会 社 名　東京都市開発株式会社
新代表者　鈴木　進

発　行　　一般社団法人全国住宅産業協会
編　集　　一般社団法人全国住宅産業協会事務局

会報　全住協　　　通巻70号
（平成 31 年１月 10 日発行）

業務日誌

11月21日（水）・菅原一秀衆議院議員「政経セミナー」に神山会長が出席。（京王プラザホテル）
22日（木）・公正競争規約研修会を開催。（主婦会館）
27日（火）・第14回耐震化実践アプローチセミナーを開催。（弘済会館）
29日（木）・組織変革サイクルを定着させるための管理職向けマネジメント研修を開催。

（東京学院ビル）
・管理職のための契約法務研修を開催。（東京学院ビル）

12月４日（火）・中高層委員会を開催。（弘済会館）
５日（水）・新規事業委員会を開催。（東京グリーンパレス）
６日（木）・グローバルビジネス研修（海外不動産取引編）を開催。（東京学院ビル）

・グローバルビジネス研修（国内不動産取引編）を開催。（東京学院ビル）
・総務委員会を開催。（協会会議室）

７日（金）・流通委員会を開催。（弘済会館）
10日（月）・組織委員会を開催。（明治記念館）
13日（木）・（公財）東日本不動産流通機構理事会に神山会長、牧山副会長ほかが出席。

（京王プラザホテル）
・戸建住宅委員会を開催。（弘済会館）

18日（火）・（公社）首都圏不動産公正取引協議会理事会に牧山副会長が出席。
（ホテルメトロポリタンエドモント）

・政策委員会を開催。（アルジェントASAMI）
19日（水）・宅地建物取引士法定講習を開催。（連合会館）
20日（木）・（一社）住宅生産団体連合会　自民党住宅対策促進議員連盟活動報告会・懇親会に神山会

長ほかが出席。（ホテルグランドアーク半蔵門）


